
講習会場　芦別市総合福祉センター

注意事項

１　運転免許更新手続きをしていない場合は受講できませんので、滝川警察署、又は、砂川・赤歌

　・芦別の各分庁舎にて更新手続きをしてからの受講をお願い致します。

２　更新手続きの際、上記講習日程から受講日を予約して頂きます。

３　運転免許証の有効期限内に更新手続きと更新時講習を受講しなかった場合、運転免許証は失

　効扱いとなるため、更新期間を確認して速やかに手続きをお願い致します。

４　講習会場には、運転免許証と筆記用具を持参するようお願い致します。

10 日 4 月 8

（水）

（水）

4 月 22 日

5 月 13 日

5 月 27 日

6 月

一　般　講　習　（１時間）優　良　講　習　（３０分）

（水）

（水） （水）

22 日 （水）月

（水）

6

13:30

13:30

違反・初回合同講習　（２時間）

月 24 日

4

5 月 27 日

4 月 8 日 （水）

更新時講習日程表　予約制　※　必ず下記の注意事項を一読して下さい

講習日程　令和８年４月～令和８年６月

6 月 24 日 （水）

14:30

14:30

14:30

14:30日 （水）

5 月 13

14:30

13:30

13:30

13:30

13:30 日 （水）

6 月 10 日 （水）

14:30


